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運 委 参 第 １ ５ ０ 号 

平成３０年１２月２０日 

 

株式会社ＯＭこうべ 

 代表取締役社長 殿 

 

運輸安全委員会 

                       委員長 中橋 和博 

 

旅客船そら衝突（進入灯台）事故に係る勧告について 

 

 本事故は、夜間、旅客船そらが、阪神港神戸第５区にある神戸空港海上アクセス 

ターミナルの桟橋に向けて阪神港神戸区を北進中、船長が操舵スタンドの左舷側に設

置されたレーダー及びレーダー画像を重畳したＧＰＳプロッターを使用せず、目視の

みで見張りを行っていたため、神戸空港東進入灯台に向かっていることに気付かず、

同灯台に衝突したものと考えられる。 

 貴社は、安全管理規程により定めることが義務付けられた通常航海当直配置の具体

的な内容を明示して周知していなかったこと、並びにレーダー及びＧＰＳプロッター

を使用した適切な見張りを行い、乗組員で情報を共有することの重要性についての安

全教育及び訓練が十分に行われていなかったことから、安全管理が有効に機能してい

なかったものと考えられる。 

 貴社は、本事故後に各種の再発防止策を講じたところであるが、本事故後の航行経

路を調査したところ、神戸空港東進入灯台に接近して航行していることが確認された

ことから、可能な限り基準航路を航行することの重要性についての安全教育及び訓練

が十分に行きわたっていなかったものと考えられる。 

（付図 航行経路図（平成３０年１０月９日～１８日夜間） 参照） 

 このことから、当委員会は、本事故調査の結果を踏まえ、旅客の輸送の安全を安定

的に確保するため、貴社に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり勧告する。 

また、同条第２項の規定に基づき、この勧告に基づき講じた措置について報告を求

める。 

参考１ 



記 

 

 貴社は、再発防止策が継続的に、かつ、確実に実施されることが重要であることか

ら、次の事項に重点を置き、継続的に運航委託先の乗組員に対する教育及び訓練を実

施すること。 

  (1) 航海計器の適切な利用を含む見張りの重要性 

  (2) 乗組員間における航海の安全に関する情報共有の重要性 

  (3) 乗揚（衝突）予防援助装置の活用を含む安全運航の重要性 

(4) 基準航路を航行することの安全性を認識し、可能な限り基準航路を航行する

など適切な操船を行うことの重要性 
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